
 

事務パート職員
（会計年度任用職員・パートタイム） 

主な業務 

・施設の管理運営事務 

・支払い事務、書類作成等 

・受付、電話応対、利用者対応 

 

応募条件 

・地方公務員法および市川市の服務に関する規定を

遵守することができること 

・年間を通して、土曜日・日曜日を含めた勤務が可

能であること（シフト勤務） 

・基本的なパソコン操作（Word、Excel）が可能で

あること 

 

勤務場所 

市川市本行徳 1266番地1 市川市妙典こども地域交流館 

任用期間 

令和 8 年 3 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

（令和 8 年 6 月 30 日まで継続採用予定あり） 
 

勤務形態 

土・日・祝日 勤務できる方 

1 日 7 時間 30 分 週 4 日勤務  

8時40分～17時25分 

月に3回程度 土日祝 遅番 11時40分～20時25分  

勤務あり 

 

報酬  

時給 1,262 円（給料表の改定により変更の場合有） 

交通費 規定により支給 

 

 

        

応募期間 令和 8 年 2 月 12 日～2 月 28 日 

お問い合わせ 市川市こども施策課 妙典こども地域交流館 

         住所：〒272-0103 市川市本行徳 1266 番地 1  

         TEL ：０４７-３１６-０４５６ 

応 募 方 法 ①右記申込フォーム、②履歴書（写真付）郵送、③交流館に持参 のいずれか 

 

申込フォーム 

交流館職員は、こどもだけでなく幅広い年齢の方々・地域の方々と接する仕事です。 

子育て支援や、利用者への体験活動の支援を一緒に行っていきませんか。 

 

市川市妙典こども地域交流館  

 


